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１ 定員適正化計画の策定にあたって  

 
 地方自治体を取り巻く環境は、近年大きな変革期を迎えています。国は、真の

分権型社会の実現に向けて、地方自治体が自己決定と自己責任の下、行財政運営

ができるよう、「税源移譲による地方税の充実確保」、「地方交付税の総額抑制と

財源保障機能の縮小」、「国庫補助負担金の廃止・縮減等」からなる「三位一体の

改革」を引き続き推進しています。  

 こうした地方分権、あるいは地方行財政改革の大きな流れの中、本市の財政環

境は、過去に例を見ない厳しさに直面しており、平成１８年度予算編成において

も、総額５１億円の財源対策を講じたところです。  

また、平成１７年１０月に釧路市、阿寒町、音別町が合併し、新・釧路市とし

てスタートをきりました。  

合併後の職員数は、広域化による特殊事情はあるものの類似他団体に比較して

超過している現状にあります。  

これらを考え合わせると、本市の事務事業を効果的にしかも効率的に処理する

ため、適正な職員配置を行いながら、全体としての定員を抑制し、多様化・複雑

化する行政需要に的確に対応して行く必要があります。  

このため、「釧路市行政改革大綱」（平成１８年９月策定）に基づき、新たな「釧

路市定員適正化計画」を策定します。  

 （参考） 定員適正化のこれまでの取組み  

旧釧路市は、国や道に先駆けて昭和５４年に行政改革への本格的な取組みに着手し

て以来、今日まで３０年近く行政改革を積極的に推進し、特に平成９年度を「行財政

改革元年」と位置づけ、民間法人による行政診断を実施し、平成１１年度から平成１

５年度までの５ヵ年で定数を１２０人削減することを目標とする「定員適正化計画」
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を策定し、取組みの結果、目標を超える１５２人の削減を実現したところです。  

しかし、長期化する景気の低迷等による財源不足は、ここまで積み上げてきた定数

削減などの効果でも追いつかず、平成１６年度から２０年度までの「財政再生プログ

ラム」の策定に迫られ、それに呼応する形で新たな「定員適正化計画」を策定しまし

た。この計画には、平成１６・１７年度で９０人の削減目標が掲げられ、同数の削減

を達成したところです。  

 旧阿寒町は、平成８年度に第１次、平成１３年度に第２次の「行政改革大綱」を策

定するとともに、定数を１７３人から２８人減員し、１４５人とする目標を掲げ、定

員適正化の取組みを行ってきたところです。  

 取組みの主な内容としては、組織・機構の見直し（グループ・スタッフ制の導入）、

事務の統廃合・縮小や民間委託等の積極的な推進などに加え、退職者不補充の方針に

より、結果として、平成８年度当初の定数１７３人から平成１７年度までで２４人減

員し、定数１４９人となったところです。  

 旧音別町は、平成８年度から平成１２年度までの５年間で２人減員する「定員管理

適正化計画」を策定しました。  

また、平成８年度から平成１０年度までの「行政改革大綱」並びに平成１２年度か

ら平成１６年度までの「行財政改革大綱」も策定し、課の統廃合、組織・機構の徹底

した簡素化、合理化、さらに情報化、業務委託の推進を図り、平成８年度当初の定数

１０８人から平成１７年度までで７人減員し、定数１０１人となったところです。  
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２ 定員適正化計画の内容  

 
（１）基本的な考え方  

① 年次ごとに削減目標を設定し、総職員数の削減を行います。  

② 新たな行政需要に対しては、スクラップ・アンド・ビルドを基本として、

増員は極力抑制します。  

③ 指定管理者制度やＰＦＩの活用をはじめ、アウトソーシングの推進により、

人員の削減を図るとともに、経費を節減します。  

④ 多様な勤務形態が可能な嘱託職員・臨時職員を積極的に活用します。  

 

（２）計画の期間  

平成１８年４月１日から平成２２年４月１日  

 

（３）数値目標  

これまでの定員管理の実績、今後の行政需要等の動向を踏まえ、次のとお

り数値目標を設定し、目標実現に向けて、事務事業の見直し、アウトソーシ

ングの推進、組織機構の再編等を着実に実行していくものとします。  

ただし、職員数に大きな影響を及ぼすような状況が発生した場合は、随時

見直しを行います。  
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平成１７年度旧自治体別・部門別職員数          (単位：人 ) 

 
 
 

年度別・部門別職員数の計画（各年４月１日現在）       (単位：人 )  

※ 削減率は、各年までの削減数の累計を平成 17 年 4 月 1 日の職員数で除したもの  

H17.4.1 
 

旧  

釧路市  

旧  

阿寒町  

旧  

音別町  

旧  

西部消防

組合  

計  

普通会計部門  1,648 114 73 74 1,909 

公営企業等会計部門  810 36 28  874 

合 計  2,458 150 101 74 2,783 

 

 
H17 H18 H19 H20 H21 H22 増減計  

普通会計部門  1,909 1,871 1,796 1,739 1,686 1,637 ▲ 272 

公営企業等  

会計部門  
874 874 869 856 839 838 ▲ 36 

合 計  2,783 2,745 2,665 2,595 2,525 2,475 ―  

削減数  ―  ▲ 38 ▲ 80 ▲ 70 ▲ 70 ▲ 50 ▲ 308 

削減率（累計）  ―  ▲ 1.4 ▲ 4.2 ▲ 6.8 ▲ 9.3 ▲ 11.1 ―  
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（４）適正化の手法  

① 組織・機構の見直しと職員の適正配置  

合併後１年を経過した現行の組織・機構での業務内容を精査・分析し、住

民ニーズを的確に把握し、社会情勢の変化や行政需要に効率的かつ迅速に対

応できる体制の整備を進めます。  

また、事業のスクラップ・アンド・ビルドによる職員配置の適正化を図り

ます。  

・こども保健部の再編  

・行政センターの税務部門の本庁集約 など  

② 事務事業の見直し  

現在の事務事業全般において、経費や人的労力に比べてその効果の薄い業

務、複数の部署でそれぞれに行っている類似性の高い業務などを精査し、業

務の縮小、統合、廃止等の見直しを行います。  

・ＩＳＯ事務の見直し  

・雇用創造促進事業の終了 など  

③ アウトソーシングの推進  

行政運営の効率化、住民サービスの維持向上、行政責任の確保等に十分配

慮し、民間企業等にアウトソーシングできるものは、積極的に推進します。

その業務内容によって、民営化・ＰＦＩ・民間委託・指定管理者制度などの

手法をとります。  

・公立保育園の民間移管  

・ごみ収集業務の民間委託化 など  



- 6 - 

④ 嘱託職員・臨時職員の有効活用  

各種事業について、嘱託職員・臨時職員の配置が可能であるかを検討し、

多様な雇用形態により効率的・効果的な活用を図ります。  

・住民台帳窓口業務の嘱託職員化  

・図書館バス運転手の臨時職員化 など  

⑤ 電子自治体の推進  

電子自治体の推進により、事務処理体制の効率化及び業務のスピードアッ

プを進めます。  

・電子申請システムの導入 など  


